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       和解及び損害賠償の額の決定について（専決処分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  令和８年  ６月１７日  提出 

                  王 滝 村 長  越 原 道 廣 

 

                  令和８年  ６月  日  承認 

                  王滝村議会議長  下 出 謙 介 

 

 

 

 



（別紙） 

         損害賠償の額の決定の専決処分報告 

 

損害賠償の額の決定について、下記のとおり専決処分したので報告する。 

 

 

          専  決  処  分  書 

 

  損害賠償の額の決定について、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 292 条 

において準用する同法第 180 条第 1 項の規定及び村長の専決処分事項（昭和 57年 

12月 27日議決）により、次のとおり専決処分する。 

 

 

                      令和８年 ５月２５日 

                      王滝村長  越 原 道 廣 

 

 

 

             損害賠償の額の決定について 

 

 

 ・損害賠償の額を、次のとおり決定する。 

 

  １  損害賠償の額   ４９５，０００円（過失割合 村 100％：相手方 0％） 

 

  ２  相  手  方    

               

 

  ３  事故の概要 

      (1) 事故発生年月日 

令和８年 ２月 ８日（日）午前６時００分ごろ 

 

(2) 発生場所 

    長野県木曽郡王滝村 村道第４２号線 

           

(3)事故の状況 

          村道第４２号線において、職員実行による除雪作業を実行中、

除雪車排土板がマンホール蓋に引っ掛かり、反動で    さ

ん所有の倉庫に接触し、倉庫入り口を破損する損害を与えた。 


